
株式会社ＦＵＪＩ 行動計画 

 

 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

記 

 

１．計画期間   2022 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで 3 年間 

 

 

２．内  容 

 

目標 1： 男性の育児参画促進としてストック有休（失効年次有給休暇）を配偶者の出

産後 1年以内に 5日まで取得可能とする。 

 

＜対策＞ 

○2022 年度～2024 年度 

・制度について検討を行い、就業規則の改定及び社内周知を行う。 

 

目標 2： 育児休業中の労働者の能力開発に向けた取り組みを行う。 

 

＜対策＞ 

○2022 年度 

・自己啓発支援制度に関する制度検討をする。 

 

       ○2023 年度 

        ・育児休業中の社員を含めて自己啓発支援に関する案内を行い、休業中

も自己啓発を行えるよう支援する。 

 

       ○2024 年度 

        ・引き続き自己啓発支援に関する案内を行う。 

 

以上 


